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問い合わせ先一覧 



１  目的 

   街頭犯罪等の減少に向け、 犯罪抑止に有効なハード 整備と し て防犯カ メ ラ の新規設

置及び更新に対する 支援を 行い、 従来実施し ているソ フ ト 事業と の相乗効果によ り 、

地域における防犯活動をより 効果的なも のにし ていこ う と するも のです。  

 

２  制度概要 

（ １ ） 新規設置 

区  分 内   容 

対象団体 
学区連絡協議会・ 町内会等 

※日ごろ から 防犯活動を 行っ ている団体であるこ と  

申請上限台数 

学区連絡協議会 １ ０ 台 

その他の団体   ５ 台 

※本補助金による平成２ ５ 年度以降の累計補助台数は、  

学区連絡協議会は３ ０ 台、 その他の団体は１ ５ 台まで 

対象と なる 

防犯カ メ ラ  

  公道又は公道に面し た公園など公共空間を 撮影するも の 

  画像を 撮影し 記録する機能を 有するも の 

  「 名古屋市公共的団体によ る 防犯カ メ ラ の設置及び利用に関する

ガイ ド ラ イ ン」 に従っ て、 適切な維持管理を行っ ていく も の 

  ６ 年以上設置するも の 

補助対象経費 

防犯カ メ ラ 設置にかかる機器購入費、 工事費、 各種申請手数料及び

表示板など。 ただし 、 以下の制限があり ます。  

表 示 板 
防犯カ メ ラ １ 台につき １ ０ 枚まで 

※必ず、 １ 台につき １ 枚以上掲出する。  

画 像 閲 覧

用 機 器 
１ 台のみ 

予 備 用 

SD カ ード  
予備用と し て防犯カ メ ラ 1 台につき 1 枚まで 

ダ ミ ー 

カ メ ラ  
本物の防犯カ メ ラ の設置台数以下 

セ ン サ ー 

ラ イ ト  

本物の防犯カ メ ラ と ダミ ーカ メ ラ の設置台数の合計

以下 
 

補助率 
  補助率 ３ 分の２ 以内 

  限度額 １ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 防犯カ メ ラ  １ 台につき ）  
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（ ２ ） 更新 

区  分 内   容 

申請上限台数 
学区連絡協議会 １ ０ 台 

その他の団体   ５ 台 

対象と なる 

防犯カ メ ラ  

  街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） を 活用し て設置

し 故障し たも の 

  新規設置又は更新の工事が完了し た日から ６ 年以上経過し たも の 

  修繕を 実施し た場合は、 修繕の工事が完了し た日から 1 年以上経

過し たも の 

  部品がないなどの理由から 修理するこ と ができ ない又は修理にか

かる経費より 新規購入する経費が下回るも の 
 
※防犯カ メ ラ 本体の取替えを 伴わない場合は補助対象外 

補助対象経費 

防犯カ メ ラ 更新にかかる機器購入費、 工事費、 各種申請手数料、 表

示板及び故障し た防犯カ メ ラ の撤去・ 処分費など。  

ただし 、 以下の制限があり ます。  

表 示 板 

既に掲出さ れているも のを含め、 防犯カ メ ラ １

台につき １ ０ 枚まで 

※必ず、 １ 台につき １ 枚以上掲出する。  

画 像 閲 覧

用 機 器 
１ 台のみ 

予 備 用 

SD カ ード  
予備用と し て防犯カ メ ラ 1 台につき 1 枚まで 

ダ ミ ー 

カ メ ラ  
本物の防犯カ メ ラ の設置台数以下 

セ ン サ ー 

ラ イ ト  

本物の防犯カ メ ラ と ダミ ーカ メ ラ の設置台数の

合計以下 
 

補助率 
  補助率 ３ 分の２ 以内 

  限度額 １ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 防犯カ メ ラ  １ 台につき ）  
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（ ３ ） 修繕 

区  分 内   容 

申請上限台数 

学区連絡協議会 １ ０ 台 

その他の団体   ５ 台 

※防犯カ メ ラ 1 台につき 補助を受けら れるのは 1 回のみ（ 更新を実

施し た場合は再度 1 回修繕可能。）  

対象と なる 

防犯カ メ ラ  

  街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） を 活用し て設

置し 故障し たも の 

  新規設置または更新の工事が完了し た日から 1 年以上経過し た

も の 
 
※以下の場合は補助対象外 

 ・ 補償等の対象で地域団体が修繕費用を負担し ない場合 

 ・ 防犯カ メ ラ や録画装置以外の修繕・ 交換を 行う 場合 

補助対象経費 

防犯カ メ ラ 修繕にかかる機器修繕費、 工事費、 各種申請手数料な

ど。 ただし 、 以下の制限があり ます。（ すでに購入・ 設置し てあるも

のも 含めた取替・ 追加購入の上限数）  

表 示 板 
防犯カ メ ラ １ 台につき １ ０ 枚まで 

※必ず、 １ 台につき １ 枚以上掲出する。  

画 像 閲 覧

用 機 器 
１ 台のみ 

予 備 用 

SD カ ード  
予備用と し て防犯カ メ ラ 1 台につき 1 枚まで 

ダ ミ ー 

カ メ ラ  
本物の防犯カ メ ラ の設置台数以下 

セ ン サ ー 

ラ イ ト  

本物の防犯カ メ ラ と ダミ ーカ メ ラ の設置台数の

合計以下 
 

補助率 
  補助率 ３ 分の２ 以内 

  限度額 ５ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 防犯カ メ ラ  １ 台につき ）  
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随時 
１  設置場所の検討・ 調整 

   （ ５ ページ）  

  

４ 月～ 

翌年１ 月末 

２  交付申請書の提出 

（ ６ ページ）  

 ２ 週間程度 

随時 
３  交付決定 

（ ８ ページ）  

  

随時 

 ４  「 防犯カ メ ラ の設置及び利用

基準」 の策定・ 認証依頼( ※)  

（ ８ ～９ ページ）  

※ 認証依頼は道路占用許可・

公園施設設置許可等が必要

な場合のみ 

  

随時 
 ５  防犯カ メ ラ の設置 

（ １ ０ ～１ １ ページ）  

  

～３ 月末 
６  実績報告 

（ １ ２ ～１ ３ ページ）  

 ２ 週間程度 

随時 
７  補助額の確定 

（ １ ３ ページ）  

  

随時 
８  請求書の提出 

（ １ ３ ページ）  

 ２ 週間程度 

～５ 月末 
９  補助金の交付 

（ １ ３ ページ）  

  

翌々年度 

４ 月～６ 月末 

１ ０  実施報告 

（ １ ３ ページ）  

 

   部分は町内会等で行っ てく ださ い。    部分は本市が行います。  

第２ 章 補助金の流れ 
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１  設置場所の検討・ 調整 

事前にご確認く ださ い。  

  必ず、 補助金の流れ、 具体的に必要と なる手続き（ 設置後を含む） 及び維持管理費等

についてご確認く ださ い。  

  設置にあたっ ては、  

  

（ 交付決定前に着手し た契約・ 工事の経費は、 補助対象外と なり ます。）  

  原則、 補助金の交付は事業終了後と なり ます。  

  パト ロールなどの防犯活動を定期的に実施し ている団体が補助対象と なり ます。  

 

   

新規 

設置 
更新 修繕 事 項 内   容 

○   

設置場所や撮影方

向の選定 

（ 表示板等の設置

方法を 含む）  

 犯罪抑止効果を よ り 高める ために、 設置場

所や撮影方向の選定（ 表示板等の設置方法を

含む） にあたっ ては、交付申請の前に、地元の

警察署にご相談く ださ い。  

○ △  
撮影範囲に 含ま れ

るこ と の同意 

カ メ ラ の撮影範囲に住宅や店舗等が入る 場

合には、その住宅、店舗等にその旨を事前に説

明し 、 同意を 得ておく こ と が必要です。  

同意書（ 参考様式４ ） を と る 範囲について

は、 設置場所の管理者等にご確認く ださ い。

（ 設置許可の添付書類と なるため）  

○ ○ ○ 
設置場所の管理者

へ連絡・ 許可手続き  

手続き を 進める 前に、 必ず各設置場所の管

理者へ連絡し 、 必要な手続き を 確認し てく だ

さ い。  

○ ○ ○ 見積書の徴取 

設置業者から 、 設置に係る 費用について見

積を 徴取し 、 必要経費を 確認し てく ださ い。  

なお、

（ 交付決定前に契約し た経費は、

補助対象外と なり ます。）  

○ ○  

防犯カ メ ラ の設置

に つ い て 団体内で

承認 

総会など、 団体の総意が取れる よ う な会議

で防犯カ メ ラ の設置について可決承認を と っ

てく ださ い。  
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２  交付申請書の提出（ 記載例 ３ ２ ～３ ５ ページ）  

（ １ ） 新規設置 

 区  分 内   容 

提出先 区役所地域力推進課 

提出書類 

（ チェ ッ ク リ スト ）  

  交付申請書（ 第１ 号様式）  

  事業計画書（ 第２ 号様式）  

  設置予定場所を明記し た図面 

※電柱等設置媒体及び も 明記 

  見積書の写し  

  防犯カ メ ラ のカ タ ログなど機器の説明書類 

  団体の規約及び概要（ 既に区役所等に提出し ている 場合を

除く ）  

提出期限 １ 月末まで  ※末日が土日祝の場合、 直前の開庁日 

 

（ ２ ） 更新 

 区  分 内   容 

提出先 区役所地域力推進課 

提出書類 

（ チェ ッ ク リ スト ）  

  交付申請書（ 第１ 号様式）  

  事業計画書（ 第２ 号様式）  

  更新予定場所を明記し た図面 

※電柱等設置媒体及び も 明記 

  見積書の写し  

  防犯カ メ ラ のカ タ ログなど機器の説明書類 

  

提出期限 １ 月末まで  ※末日が土日祝の場合、 直前の開庁日 
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（ ３ ） 修繕 

 区  分 内   容 

提出先 区役所地域力推進課 

提出書類 

（ チェ ッ ク リ スト ）  

  交付申請書（ 第１ 号様式）  

  事業計画書（ 第２ 号様式）  

  修繕するカ メ ラ の設置場所を明記し た図面 

※電柱等設置媒体及び も 明記 

  見積書の写し  

  

提出期限 １ 月末まで  ※末日が土日祝の場合、 直前の開庁日 

 

 

提出前にご確認く ださ い。  

  振込みを 希望する で申請を し ていますか。  

（ 申請団体名と 口座名義が一致し ない場合、 振込みができ ません）  

  事業計画書「 ４  事業に要する経費内訳」 の で記載

さ れていますか。  

  補助対象外の経費が見積書に含まれている 場合、 補助対象経費と 補助対象外経費の

内訳が分かるよう に記載さ れていますか。  

＜補助対象外の例＞ 

・ 上限数以上のダミ ーカ メ ラ 、 センサーラ イ ト 、 表示板、 画像閲覧用機器 

・ 維持管理費 

・ 小数点以下切上さ れた消費税 

  設置場所の図面には、 電柱等設置媒体及び が明記さ れていますか。 また、 公

共空間を 撮影する防犯カ メ ラ であるこ と が確認でき ますか。  

  見積書の と なっ ていますか。  

  【 新規設置・ 更新】 事業計画書「 ５  団体の総意（ 防犯カ メ ラ 設置の承認） が得ら れ

た会議を 記入」 には、 総会など、 団体の総意が取れるよう な会議で防犯カ メ ラ の設置

について可決承認さ れたこ と を 示し ていますか。（ ） 

○ 総会、 定例会など。  

× 役員会、 理事会など。   

※組長会については、 組長が組の意見を聞き 、 その後の組長会で報告し 、 決定す

る場合は可。（ その旨を補記し てく ださ い。）  
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３  交付決定 

留 意 事 項 

  交付決定は、 交付申請書の提出から 、 ２ 週間程度かかり ます。  

  交付決定金額が補助金の交付上限額と なり ます。 交付決定以後に生じ た事情により 、

増額さ れるこ と はあり ません。  

  交付決定通知書の「 補助の条件」 をよく お読みいただき 、 事業を 実施し てく ださ い。 

  補助金にかかる書類は、 補助金の交付を 受けた日の属する 年度の翌年度から ５ 年間

保存し てく ださ い。  

 

 

４  「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 の策定・ 認証依頼 

（ １ ）「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 の策定（ 記載例 ３ ７ 、３ ８ ページ）  

防犯カ メ ラ の 「 名古屋市公共的団体による防犯カ メ ラ の設置及び利用

に関するガイ ド ラ イ ン」 に従っ た「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 を策定し 、 プラ

イ バシーの保護など適切な維持管理を 行っ てく ださ い。  

 
 

  防犯カ メ ラ の設置台数は記載さ れていますか。  

  が示さ れていますか。  

※ 防犯カ メ ラ が記録装置と 一体と なっ ており 、モニタ ー及びその他の機器一式がな

い場合は、 第２ 条の２ を省略し 、 以下を 参考に記載し てく ださ い。  

「 第２ 条  防犯カ メ ラ （ 記録装置一体型） は、 別図の場所に△△台設置する。」  

  設置場所の図面には、 電柱等設置媒体及び が明記さ れていますか。  

  管理責任者、 取扱者、 閲覧者の が記載さ れていますか。  

  管理責任者・ 取扱者は が指定さ れていますか。  

  画像の保存期間は に設定さ れていますか。  

  施行日は、 防犯カ メ ラ と なっ ていますか。  
 
※ 管理責任者・ 取扱者を別の者を 指定するこ と が困難である場合は、 同一の方でも 構い

ません。  

※ 改正する場合は、 新し い施行日を 以前の施行日の下に追記し てく ださ い。  

附  則 

こ の基準は、 令和○年○月○日から 施行する。  

こ の基準は、 令和△年△月△日から 施行する。（ ←新し い施行日を追加）  
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留 意 事 項 

  今後、 防犯カ メ ラ の は、「 防

犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 の と なり ます。（ 改正にあたり 区役所への

提出は不要です。）  

  道路占用許可等が不要の場合でも 、

  イ ンタ ーネッ ト を 利用し た防犯カ メ ラ は、 パスワード を 未設定又は初期設定のまま運

用せず、 他人に推測さ れないパスワード を 設定・ 更新するほか、 不正アク セスを 防ぐ

ため、プログラ ムを 最新の状態に更新し 、適切なセキュ リ ティ 対策を 行っ てく ださ い。 

 

 

（ ２ ） 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準の確認（ 記載例３ ６ ～３ ８ ページ）  

※道路占用許可、 公園施設設置許可等が必要な場合のみ 

土木事務所に道路占用許可等を得る場合には、 策定し た基準について、 スポーツ市

民局がガイ ド ラ イ ンに合致し ているこ と を 確認し た書類の交付を受け、 添付書類と す

る必要があり ます。  

 

区 分 内  容 

提出先 区役所地域力推進課 

提出書類 

（ チェ ッ ク リ スト ）  

  認証依頼文（ ３ ６ ページ）  

  設置及び利用基準（ ３ ７ ～３ ８ ページ）  

  設置場所を明記し た図面 

※電柱等設置媒体及び も 明記 

 

留 意 事 項 

  「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 の認証書の交付は、 提出から ２ 週間程度、 道路

占用許可は、申請し てから ２ 週間から ２ ０ 日程度かかると のこ と ですので、時間に

余裕を も っ てご提出く ださ い。  
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５  防犯カ メ ラ の設置・ 更新・ 修繕 

交付決定通知を受けた後に、 契約や設置工事等を開始し てく ださ い。  

（ １ ） 設置場所の管理者と の調整・ 工事 

留 意 事 項 

  

  新規設置・ 更新の場合は、 設置についての許可を 得る必要があり ます。「 第３ 章 設

置にあたっ て」（ １ ４ ～２ ２ ページ） に設置場所ごと の必要な手続き を 確認し てく だ

さ い。（ 設置でき るこ と を 保証するも のではあり ません。）  

  公道に設置する場合は、 が必要になり ます。  

  設置が可能な場合は、 必ず、 設置場所の管理者や、 公道の場合は、 併せて各土木事務

所の定める基準に従い、 施工し てく ださ い。  

  設置台数の変更などにより 交付決定額から 補助額が２ ０ ％以上減少する 場合は、 変

更申請書を提出し てく ださ い。（ ３ ９ ページ）  

  やむを得ず事業を中止する場合は、 中止申請書を 提出し てく ださ い。（ ３ ９ ページ）  

 

（ ２ ） 表示板の設置 

防犯カ メ ラ を 設置し ているこ と を 明示するため及び犯罪抑止効果を高めるため、  

防犯カ メ ラ が設置さ れている こ と を 示し た表示板を 防犯カ メ ラ １ 台につき １ 枚以上必

ず掲出し てく ださ い。  

 

区分 内  容 

表 示 

内 容 

① 「 防犯カ メ ラ 設置中」 等の防犯カ メ ラ を設置し ている旨 

 

掲 出 

場 所 

原則、 防犯カ メ ラ を 設置し ている柱（ 場所） 又は民有地で通

行人等から 見やすい箇所。  

やむを えずその他の場所への掲出を 検討する場合には、 必

ず事前に区役所地域力推進課へ相談し てく ださ い。  

（ ３ ヶ 月ごと に屋外広告物の許可申請が必要と なり ます。 ）  

仕 様 掲出場所の管理者の指示に従っ てく ださ い。  

 

  

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
中 

 

（ 例）  

10



（ ３ ）「 防犯カ メ ラ 設置推進地区」 プレート の設置 

    犯罪抑止効果の高い「 防犯カ メ ラ 設置推進地区」 プレ ート （ ４ ６ 、 ４ ７ ページ）

の設置をご検討く ださ い。

「 防犯カ メ ラ 設置推進地区」 プレート は、 ①及び②の２ 種類がございます。  

区 分 内  容 

① 

地域から 直接業

者に製作依頼 

プレ ート ①（ 記載例４ ６ ページ） は、 設置者名（ 学区連絡協議会、

町内会等） を 入れて、 直接業者に作製依頼し てく ださ い。 なお、 業者

の選定は各地域で行っ てく ださ い。価格等は、依頼する業者へご確認

く ださ い。  

② 

各地区防犯協会

に製作依頼 

プレ ート ②（ 記載例４ ７ ページ） は、 各地区の防犯協会（ 警察署生

活安全課） で申し 込みし てく ださ い。プレート にシール等で設置団体

名を記載するこ と で、 補助の対象と するこ と ができ ます。（ 各締切か

ら １ ～２ か月程度でプレ ート が出来上がり ます。）  

申込締切（ 予定）： 年４ 回（ ３ 月末、 ６ 月末、 ９ 月末、 １ ２ 月末）  

単価： ３ ２ ０ 円程度 ※枚数によっ て変動し ます 

プレ ート ②の場合は、 補助金申請に必要な見積書が発行さ れない

ため、設置業者から 各地区の防犯協会に申込をし 、プレート の費用も

含めた見積書等を 作成するよう に設置業者に依頼し てく ださ い。  

 

留 意 事 項 

  

 「 防犯カ メ ラ 設置中」 表示板 ：  防犯カ メ ラ １ 台につき

 「 防犯カ メ ラ 設置推進地区」 プレ ート  ：   

  防犯カ メ ラ １ 台につき 、表示板は合計１ ０ 枚まで補助対象と なり ますので、「 防犯カ

メ ラ 設置中」 の表示板を１ 枚設置し た場合は、「 防犯カ メ ラ 設置推進地区」 プレート

は最大で９ 枚と なり ます。  

（ 例） 表示板の補助対象経費 

表示板 枚数 

「 防犯カ メ ラ 設置中」 の表示板 １ 枚 

「 防犯カ メ ラ 設置推進地区」 プレート  ９ 枚 

合計 １ ０ 枚 

  本来、 民有地以外に掲示物を 設置する場合は、 設置者から 屋外広告物の許可申請が

３ カ 月ごと に必要と なり ますが、 プレート ①・ ②（ ４ ６ 、 ４ ７ ページ） の「 防犯カ

メ ラ の設置推進地区」 プレート に限り 、 屋外広告物の許可申請は不要と なり ます。  

  プレート を 設置する際には、 設置場所の管理者等に必ず事前承諾を得てく ださ い。  
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６  実績報告（ 記載例 ４ ０ ～４ １ ページ）  

（ １ ） 新規設置・ 更新 

 区  分 内   容 

提出先 区役所地域力推進課 

提出書類 

（ チェ ッ ク  

リ スト ）  

  実績報告書（ 第７ 号様式）  

  事業報告書（ 第８ 号様式）  

  設置（ 更新） 場所を明記し た図面  

※電柱等設置媒体及び も 明記 

  「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」（ 添付図面含む）  

（ 年度中に、 当該利用基準についてスポーツ市民局がガイ ド ラ イ ン

に合致し ているこ と を 確認し た場合は不要）  

  設置場所への設置を管理者等が承認し たこ と を 証する書類の写し  

※書類の取得方法については、「 第３ 章 設置にあたっ て（ １ ４ ～２

２ ページ） の該当部分をご覧く ださ い 

  請求書の写し 及び請求書内訳の写し  

  領収書の写し  

  設置さ れた現場の現況写真 

提出期限 ３ 月末まで  ※末日が土日祝の場合、 直前の開庁日 

 

（ ２ ） 修繕 

 区  分 内   容 

提出先 区役所地域力推進課 

提出書類 

（ チェ ッ ク  

リ スト ）  

  実績報告書（ 第７ 号様式）  

  事業報告書（ 第８ 号様式）  

  設置場所を 明記し た図面 

※電柱等設置媒体及び も 明記 

  請求書の写し 及び請求書内訳の写し  

  領収書の写し  

  設置さ れた現場の現況写真 

提出期限 ３ 月末まで  ※末日が土日祝の場合、 直前の開庁日 
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提出前にご確認く ださ い。  

  事業報告書の になっ てい

ますか。（ 防犯カ メ ラ の運用に先立ち、「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 を施行し て

く ださ い。）  

  事業報告書の「 ４  事業に要し た経費内訳」 の で記

載さ れていますか。  

  防犯カ メ ラ の設置場所・ 撮影方向は交付申請時と 変更あり ませんか。  

  「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準」 は「 名古屋市公共的団体による防犯カ メ ラ の設置

及び利用に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づき 作成さ れていますか。（ ８ ～９ ページ参照） 

  設置場所への設置を 管理者等が承認し たこ と を 証する 書類は と

なっ ていますか。  

  と なっ ていますか。  

  振込みで支払いをし た場合は、補助金を申請し た団体と 同一名義の口座で振込み、領

収書の写し に代えて、 振込み書控えの写し を 添付し てく ださ い。  

  請求書は、 具体的な内訳（ 品名、 単価、 個数など） が記載さ れていますか。  

  現況写真から 、 が防犯カ メ ラ １ 台につき 、 設

置付近に掲出さ れているこ と が確認でき ますか。  

  現況写真から 、 さ れているこ と を 確認でき ますか。  

 

７  補助金の確定・ 請求書の提出（ 記載例４ ４ ページ）   

実績報告の提出後、２ 週間程度で補助金が確定さ れます。確定し た金額及び日付を 、

区役所地域力推進課を 通じ てお伝えし ますので、 確定日以降の日付で、 確定し た金額

を ご請求く ださ い。  

※ 交付申請・ 実績報告に記載し た申請団体名と 同一の口座を 記載し てく ださ い。  

※ 区役所地域力推進課への提出時には、請求書の記載内容を確認でき るよう 、振込口座

の通帳等を持参く ださ ると 助かり ます。  

 

８  補助金の交付 ※新規設置・ 更新共通 

請求いただいた後、 ２ 週間程度で振り 込む予定です。  

 

９  実施報告（ 記載例 ４ ５ ページ）  ※新規設置・ 更新共通 

防犯カ メ ラ を 設置後１ 年間の防犯カ メ ラ の活用状況について、 実施報告書（ 第１ １

号様式） にてご報告いただき ます。 翌々年度の４ 月～６ 月末に区役所地域力推進課へ

提出し てく ださ い。  

   （ 例） 令和７ 年度設置の場合： 令和９ 年４ 月～６ 月に提出 
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１  民有地 ※事前に所有者に設置が可能か確認し てく ださ い。  

依頼先 土地所有者・ 物件所有者 

提出書類 

（ 他の書類が必要な 

場合あり ）  

  防犯カ メ ラ の設置同意願（ 参考様式１ ）  

  設置図面 

  

取得書類 所有者が署名し た防犯カ メ ラ の設置同意願（ 参考様式１ ）  

 写し を 実績報告書の添付書類へ 

 

≪注意事項≫ 

① 提出書類は、手続き の目安と なるも のを記載し ています。実際に必要と なる書類は、必

ず提出先に確認し てく ださ い。  

② 原則、既電気需給契約と 契約を分けるこ と ができ ませんので、既電気需給契約者と 電気

料の精算方法について、 事前に調整を し てく ださ い。  

 

２  行政財産（ 公共の土地・ 建物）  ※事前に管理者に設置が可能か確認し てく ださ い。  

依頼先 管理者 

提出書類 

（ 他の書類が必要な 

場合あり ）  

  行政財産目的外使用許可申請書 

  設置図面 

  

取得書類 行政財産目的外使用許可書 

 写し を 実績報告書の添付書類へ 

 

≪注意事項≫ 

① コ ミ ュ ニティ セン タ ーに設置する 場合は、 改修承認書を 行政財産目的外使用許可書に

代えるこ と ができ ます。ただし 、公園内のコ ミ ュ ニティ センタ ーに設置する場合は「 ４  

公園内」 （ １ ６ ページ） を ご覧く ださ い。  

② 提出書類は、手続き の目安と なるも のを記載し ています。実際に必要と なる書類は、必

ず提出先に確認し てく ださ い。  

③ 原則、既電気需給契約と 契約を分けるこ と ができ ませんので、既電気需給契約者と 電気

料の精算方法について、 事前に調整を し てく ださ い。  

④ １ ～５ 年ごと に許可の更新申請を する必要があり ます。（ コ ミ ュ ニティ センタ ーを除く ） 

⑤ 防犯カ メ ラ を設置し ている行政財産が移設・ 撤去さ れる場合は、防犯カ メ ラ を設置し た

団体が自ら 撤去・ 再設置する必要があり ます（ 当補助金の対象と なり ます）。  

第３ 章 設置にあたっ て ※新規設置・ 更新 
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３  街路灯・ 道路上 ※事前に管理者に設置が可能か確認し てく ださ い。  

 

 

≪注意事項≫ 

① 提出書類は、手続き の目安と なるも のを記載し ています。実際に必要と なる書類は、必

ず提出先に確認し てく ださ い。（ 補助金を 活用せず設置する場合は別途書類が必要と な

り ます。）  

② ダミ ーカ メ ラ 、 センサーラ イ ト を 設置するこ と はでき ません。  

③ ５ 年度ごと に道路占用許可の更新申請が必要と なり ます。  

④ 道路使用許可の申請書は、原則、道路占用許可の申請書と 同時に土木事務所に提出し て

いただき ます。  

⑤ 道路占用許可及び道路使用許可は、ある一定期間に行う 工事すべてについて、まと めて

申請するこ と ができ ます。  

⑥ 道路使用許可申請には、 手数料２ ， ５ ０ ０ 円が必要です（ 補助対象経費）。  

⑦ 設置工事（ 表示板の掲出を含む） が完了し たら 、 中部電力に電気使用申込みを し 、 運用

を 開始し てく ださ い。  

⑧ 防犯カ メ ラ を設置し ている街路灯が移設・ 撤去さ れる場合は、防犯カ メ ラ を 設置し た団

体が自ら 撤去・ 再設置する必要があり ます（ 当補助金の対象と なり ます）。  

⑨ 自立柱（ ポール） を 設置する場合、 調整先、 提出書類が他にも 必要と なり ますので、 土

木事務所に事前に相談し てく ださ い。  

 

依頼先 土木事務所（ 警察署）  

提出書類 

（ 他の書類が必要な 

場合あり ）  

  道路占用許可申請書 

  道路使用許可申請書 

※愛知県収入証紙 2, 500 円分を 貼付（ 補助対象と なり ます）  

  付近見取図（ 防犯カ メ ラ 位置図）  

  申請団体の区域が明示さ れた図面( 付近見取図の中に併記可)  

  立面図 

  構造図（ カ タ ログ等）  

  交通安全対策図 

  防犯カ メ ラ の設置及び利用基準についてスポーツ 市民局がガ

イ ド ラ イ ンに合致し ているこ と を 確認し た書類の写し  

  強度計算書( 電柱等や、 一定の条件下で 市の街路灯に設置   

する場合は、 添付不要)  

  現況写真 

  

取得書類 道路占用許可書 

 写し を 実績報告書の添付書類へ 
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４  公園内 ※事前に管理者に設置が可能か確認し てく ださ い。  

依頼先 土木事務所 

提出書類 

（ 他の書類が必要な 

場合あり ）  

  公園施設設置許可申請書 

  防犯カ メ ラ 位置図（ 詳細平面図含む）  

  構造図（ カ タ ログ等）  

  工事方法など工事に関する書類 

  強度計算書（ 公園内の施設に添架する場合）  

  公園管理者以外が管理する施設・ 物件に設置する場合、その施

設・ 管理者の同意書 

  防犯カ メ ラ の設置及び利用基準についてスポーツ 市民局がガ

イ ド ラ イ ンに合致し ているこ と を確認し た書類の写し  

  現況写真 

  撮影範囲に含まれる土地所有者の同意書 

  

取得書類 公園施設設置許可証 

 写し を 実績報告書の添付書類へ 

 

≪注意事項≫ 

① 提出書類は、手続き の目安と なるも のを記載し ています。実際に必要と なる書類は、必

ず提出先に確認し てく ださ い。（ 補助金を 活用せず設置する場合は別途書類が必要と な

り ます。）  

② 公園内のコ ミ ュ ニティ センタ ー等の施設に設置する場合も 許可が必要です。  

③ 中部電力に電力使用申し 込みを し 、運用を 開始し てく ださ い。中部電力から 、公園の既

電気受給契約と 分けるこ と ができ ないと 対応さ れた場合には、公園管理者と 、電気料の

精算方法について、 事前に調整を し てく ださ い。  

④ ダミ ーカ メ ラ 、 センサーラ イ ト を 設置するこ と はでき ません。  

⑤ ３ 年度ごと に許可の更新申請を する必要があり ます。  

⑥ 防犯カ メ ラ を設置し ている公園施設が移設・ 撤去さ れる場合は、防犯カ メ ラ を設置し た

団体が自ら 撤去・ 再設置する必要があり ます（ 当補助金の対象と なり ます）。  
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５  商店街灯・ アーケード  ※事前に管理者に設置が可能か確認し てく ださ い。  

依頼先 所有者（ 商店街）  

提出書類 

（ 他の書類が必要な 

場合あり ）  

  防犯カ メ ラ の設置同意願（ 参考様式１ ）  

  設置図面 

  

取得書類 所有者が署名し た防犯カ メ ラ の設置同意願（ 参考様式１ ）  

 写し を 道路占用許可申請の添付書類へ 

依頼先 土木事務所 

提出書類 街路灯・ 道路上に設置する場合と 同じ （ １ ５ ページ）  

  

取得書類 道路占用許可書 

 写し を 実績報告書の添付書類へ 

 

≪注意事項≫ 

① 提出書類は、手続き の目安と なるも のを記載し ています。実際に必要と なる書類は、必

ず提出先に確認し てく ださ い。  

② 原則、既電気需給契約と 契約を分けるこ と ができ ませんので、既電気需給契約者と 電気

料の精算方法について、 事前に調整を し てく ださ い。  

③ ダミ ーカ メ ラ 、 センサーラ イ ト を 設置するこ と はでき ません。  

④ ５ 年度ごと に道路占用許可の更新申請が必要と なり ます。  

⑤ 道路使用許可申請書は、原則、道路占用許可申請書と 同時に土木事務所に提出し ていた

だき ます。  

⑥ 道路占用許可及び道路使用許可は、ある一定期間に行う 工事すべてについて、まと めて

申請するこ と ができ ます。  

⑦ 道路使用許可申請には、 手数料２ ， ５ ０ ０ 円が必要です（ 補助対象経費）。  

⑧ 防犯カ メ ラ を設置し ている商店街灯・ アーケード が移設・ 撤去さ れる場合は、自ら 防犯

カ メ ラ を 撤去・ 再設置する必要があり ます（ 当補助金の対象と はなり ません）。  
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６  中部電力柱  

 

 

 

 

 

 

 

依頼先 中電配電サポート 株式会社（ 共架管理システム）  

提出書類 

（ 他の書類が必要  

な場合あり ）  

契約時 
□ 団体の規約及び概要（ 自治会の成立を 示す書類等）  

□ 団体代表者の身分証明書の写し  

申込時 

□ 機器仕様書 

□ 設置予定場所を 明記し た図面（ ルート 図）  

□ 現地写真 

□ 撮影範囲に含まれる住民の同意書（ 承諾書）  

 
（ 民有地の場合） 実績報告書の提出へ 

依頼先 （ 道路上の場合） 土木事務所 

提出書類 街路灯・ 道路上に設置する場合と 同じ （ １ ５ ページ）  

  

取得書類 道路占用許可書 

 写し を 実績報告書の添付書類へ 
 

≪注意事項≫ 

① 提出書類は、手続き の目安と なるも のを記載し ています。実際に必要と なる書類は、必

ず提出先に確認し てく ださ い。  

② 設置するには、 事前調査料がかかり ます。  

③ ダミ ーカ メ ラ 、 センサーラ イ ト を 設置するこ と はでき ません。  

④ ５ 年度ごと に道路占用許可の更新申請が必要と なり ます。  

⑤ 道路使用許可の申請書は、原則、道路占用許可の申請書と 同時に土木事務所に提出し て

いただき ます。  

⑥ 道路占用許可及び道路使用許可は、ある一定期間に行う 工事すべてについて、まと めて

申請するこ と ができ ます。  

⑦ 道路使用許可申請には、 手数料２ ， ５ ０ ０ 円が必要です（ 補助対象経費）。  

 

※共架申請については、 中電配電サポート のホームページをご確認く ださ い。  

 ht t ps: //chuden-hs. co. j p/kyouga/ 

※初回のみ、 共架管理システムのログイ ンアカ ウント の発行、 共架契約の締結が必

要になり ます。  

※下記以外の書類が必要な場合があり ます。  
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⑧ 契約完了後に防犯カ メ ラ を 設置く ださ い。  

⑨ 別途、 電気使用申込（ ※） が必要と なり ます。  

 

※電気使用申込み 

   依頼先  
中部電力パワーグリ ッ ド 株式会社 

（ イ ンタ ーネッ ト 申込システム）  

提出書類( 実施事項)  

※他の書類が必要な場合あり  

□ 機器仕様書 

□ 取付位置などが分かる書類 

      詳細は中部電力パワーグリ ッ ド のホームページをご確認く ださ い。  

 ht t ps: //power gr i d. chuden. co. j p/goannai /denki koj i t en/t ei at su/ 

 

 

⑩ 設置工事（ 表示板の掲出を 含む） が完了すれば、中部電力パワーグリ ッ ド に共架システ

ムによるし ゅ ん工報告の提出を し 、 運用を 開始し てく ださ い。  

⑪ 毎年設置料が発生し ます。  

⑫ 防犯カ メ ラ を設置し ている電柱が移設・ 撤去さ れる場合は、防犯カ メ ラ を自ら 撤去・ 再

設置する必要があり ます（ 当補助金の対象と なり ます）。  
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７  Ｎ Ｔ Ｔ 柱に設置するには 

依頼先 Ｎ Ｔ Ｔ フ ィ ールド テク ノ  

手続き  
次ページの「 防犯カ メ ラ 添架申込（ 案内）」 を参照し 、 必ずＮ Ｔ

Ｔ へ確認し てく ださ い。  

 
（ 民有地の場合） 実績報告書の提出へ 

依頼先 （ 道路上の場合） 土木事務所 

提出書類 街路灯・ 道路上に設置する場合と 同じ （ １ ５ ページ）  

  

取得書類 道路占用許可書 

 写し を 実績報告書の添付書類へ 

 

≪注意事項≫ 

① 事前に土木事務所や土地所有者と 調整を行っ てく ださ い。  

② ５ 年度ごと に道路占用許可の更新申請が必要と なり ます。  

③ 道路使用許可の申請書は、原則、道路占用許可の申請書と 同時に土木事務所に提出し て

いただき ます。  

④ 道路占用許可及び道路使用許可は、ある一定期間に行う 工事すべてについて、まと めて

申請するこ と ができ ます。  

⑤ 道路使用許可申請には、 手数料２ ， ５ ０ ０ 円が必要です。（ 補助対象経費）  

⑥ 毎年設置料が発生し ます。  

⑦ 防犯カ メ ラ を 設置し ているＮ Ｔ Ｔ 柱が移設・ 撤去さ れる場合は、 防犯カ メ ラ を 自ら 撤

去・ 再設置する必要があり ます。（ 当補助金の対象と なり ます）。  

⑧ Ｎ Ｔ Ｔ 共架柱へ取付の場合、 事前に中部電力パワーグリ ッ ト へ事前確認を 受けてく だ

さ い。（ 確認書要提出）  
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★申請条件

①原則、市の補助金事業等であること(証明書コピー要提出）

②設置における説明会を実施し、地域住民の理解を得られていること(証明書要提出）

③NTT共架柱へ取付の場合、事前に中部電力PGへ添架可否について事前確認を受けていること（ 確認書要提出）

　　 中部電力PGホームページ

★申請手順

　 ①【紙】基本契約書を締結（ NTTから送付）

②【W EB】お客さま情報の登録（ NTTにて実施）

③【W EB】物品情報の登録

④【W EB】添架申請の実施

⑤【W EB】審査結果の確認および確認申込

⑥【W EB】着工届/竣工届の登録

　　　※ 詳細はW EB申請に関するマニュアル参照

★契約書（ 手順①） 　　Ｎ Ｔ Ｔ で作成し2 部送付します。署名・捺印後に返送をお願いいたします。

    以下の情報をメールで送付してください。

   メールアドレス: tok a i-ten g a @ w est. n tt. co . j p

   件名: 基本契約書送付願い

　 本文:

　　　　１ .契約者名: 自治会名（ 企業・個人からの申請は不可といたします。）

　　　　２ .県域: 愛知県

　　　　３ .添架物: 防犯カメラ

　　　　４ .基本規約書送付先住所

　　　　５ .宛名

　　　　６ .代行申請の要不要: 不要

☆基本契約書・・・初回と代行依頼初回時は締結が必要

                      （ 次回以降の申請の際には、基本契約の締結は必要ありません。）

★お客さま情報の登録について（ 手順②）

　　以下の情報をメールで送付してください。

　　メールアドレス: tokai-tenga@ w est. ntt. co. jp

　　件名: アカウント登録願い

　　本文:

　　　　１ .契約者名: 自治会名（ 基本契約書と同じ名前をご記載ください） :

　　　　２ .郵便番号・住所

　　　　３ .代表者名

　　　　４ .代表者連絡先

→アカウント作成後、メールにて「管理者アカウント作成完了のお知らせ」をお送りいたします。

→管理者アカウントがあれば、ユーザーの追加はお客さま自身で可能になり、NTTへの依頼が不要になります。

★添架申請時に必要な添付書類（ 手順④）

①写真

一本につき計４ 本貼り付け①電柱番号札②添架ポイント拡大③全体④表示板

②地域住民の同意を得ていることが分かる書類　: 様式は任意

　　（ ※上記記載の「☆申請条件②」の証明書コピー）

③国及び地方自治体が定める防犯カメラ設置の基準を遵守していることが証明できる書類

　　（ ※上記記載の「☆申請条件①」の証明書）

④中部電力PGの確認書 : 共架柱（ 中部電力の設備が乗っている丈の⻑ いNTT柱） のみ提出が必要

　　（ ※上記記載の「☆申請条件③」の確認書）

防犯カメラ添架申込（ W EB申請)

令和８ 年１ 月６ 日より 、

添架申請は、 完全WEB受付

システム化

★お問い合わせは、 メ ールにてご連絡願います。

メ ールアド レス： tokai-tenga@ west.ntt.co.jp

件名： 防犯カ メ ラ についての問い合わせ

本文：

1.契約者名： 自治会名（ 基本契約書と 同じ 名前を ご記載く ださ い。

2.県域： 愛知

3.問い合わせ内容

※ＷＥ Ｂ 申請については、 Ｎ Ｔ Ｔ の添架申請サポート ＷＥ Ｂ を ご確認く ださ い。

ホームページ上でＷＥ Ｂ 申請に関するマニュ アルや防犯カメ ラ の技術基準のダウンロード ができます。

※表示板の取り 付位置については「 ６ .防犯カ メ ラ 装置に係る明示」 に記載さ れ ています。

（ 設計前にご確認願います。 ）

※書面での申請をご希望の場合は、 W EBシステムへの申請の代行が可能ですが、

２ ０ ２ ６ 年１ 月６ 日より 代行作業は有料と なり ます。 （ 詳細はホームページ

より ご確認く ださ い。 ）

Ｎ Ｔ Ｔ 西日本 添架申請

NTT柱への機器設備の電柱添架申請に係る中部電力パワーグリットへの事前確認について

mailto:tokai-tenga@west.ntt.co.jp
mailto:tokai-tenga@west.ntt.co.jp
mailto:tokai-tenga@west.ntt.co.jp


★申請条件

①原則、市の補助金事業等であること( 証明書コピー要提出）

②設置における説明会を実施し、地域住民の理解を得られていること( 証明書要提出）

③NTT共架柱へ取付の場合、事前に中部電力PGへ添架可否について事前確認を受けていること（ 確認書要提出）

　　 中部電力PGホームページ

　 ★契約書　　Ｎ Ｔ Ｔ で作成し2 部送付します。署名・捺印後に返送をお願いいたします。

      以下の情報をメールで送付してください。

     メールアドレス: to k a i-ten g a @ w est. n tt . co . j p

     件名: 基本契約書送付願い

　   本文:

　　　　　１ .契約者名: 自治会名（ 企業・個人からの申請は不可といたします。）

　　　　　２ .県域: 愛知県

　　　　　３ .添架物: 防犯カメラ

　　　　　４ .基本規約書送付先住所

　　　　　５ .宛名

　　　　　６ .代行申請の要不要: 要

☆基本契約書・・・初回と代行依頼初回時は締結が必要

                      （ 次回以降の申請の際には、基本契約の締結は必要ありません。）

☆個別契約書・・・申請毎に締結

　　　　　　　　　　（ 申請内容確認後、内諾書と一緒に送付します。）

　　　　　　　　　　（ 工事は個別契約締結後実施してください。）

1． 添架申請時に提出いただく書類

＜基本様式（ 必須） ＞

①様式（ 3-2） 添架申請書（ 変更） 申請書兼添架内諾承認願（ 防犯カメラ）

②様式（ 5-2） 添架施設明細書（ 防犯カメラ）

　　（ ※表示板は記事欄に取付場所（ 防犯カメラまたは電源BOX へ取付） をご記載ください）

③様式（ 6） 私有地など線条添架使用に関する調整完了報告書 

④様式（ 14） 写真

 　（ ※電柱ごとに必要） （ ※設置前写真）

⑤様式（ 14-1） 添架工法図（ 標準装柱図）  

⑥様式（ 15） 責任分担表

⑦電柱経路図（ 住宅地図等に申請場所及び電柱番号等記入） : 様式は任意

　　（ 平面図　縮尺率1/500　程度）

⑧仕様がわかる書類

　　（ ※カメラ・BOX等装置類、突出し金物、防犯カメラ監視中の表示看板の仕様書3点）

⑨地域住民の同意を得ていることが分かる書類　: 様式は任意

　　（ ※上記記載の「☆申請条件②」の証明書コピー）

⑩国及び地方自治体が定める防犯カメラ設置の基準を遵守していることが証明できる書類

　　（ ※上記記載の「☆申請条件①」の証明書）

⑪中部電力PGの確認書 : 共架柱（ 中部電力の設備が乗っている丈の⻑ いNTT柱） のみ提出が必要

　　（ ※上記記載の「☆申請条件③」の確認書）

①様式（ 8） 添架工事着工届

　　（ ※着手前に、個別契約書返送時に一緒に着工届を提出願います。）

①様式（ 8-1） 添架工事完了届

②様式（ 14） 写真

      ( ※表示板も映るよう写真撮影をお願いいたします。)

４ ． 添架設備撤去時に提出いただく書類

①-1様式（ 3-2） 添架（ 変更） 申請書兼添架内諾承認願 ※契約の一部を廃止する場合に使用

①-2様式（ 10） 添架契約解約申請書 ※全契約を解約する場合に使用

②様式（ 5-2） 添架施設明細書（ 防犯カメラ）

③様式（ 6） 私有地等添架使用に関する調整完了報告書

④様式（ 14） 写真

　　（ ※撤去工事の進捗に応じて２ ． 添架工事着工時に提出いただく書類及び

 　　　　　３ ． 添架工事完了時に提出いただく書類のご提出をお願いいたします。）

★書類送付先

〒451-0043　名古屋市西区新道２ －１ ３ －１ ７

株式会社Ｎ Ｔ Ｔ フィールドテクノ　サービスマネジメント部

フィールドオペレーション部門　設備貸借管理センタ

東海ユニット　設備管理担当（ 名古屋） 　添架担当

防犯カメラ添架申込（ 書面申請)

２ ． 添架工事着工時に提出いただく書類

３ ． 添架工事完了時に提出いただく書類

令和８ 年１ 月６ 日よ り 、 添

架申請は、 完全WEB受付シ

ステム化

※ＷＥ Ｂ 申請については、 Ｎ Ｔ Ｔ の添架申請サポート ＷＥ Ｂ をご確認く ださ い。

ホームページ上でＷＥ Ｂ 申請に関するマニュ アルや防犯カ メ ラ の技術基準のダウンロード ができます。

※表示板の取り 付位置については「 ６ .防犯カ メ ラ 装置に係る明示」 に記載さ れ ています。

（ 設計前にご確認願います。 ）

※書面での申請をご希望の場合は、 W EBシステムへの申請の代行が可能ですが、

２ ０ ２ ６ 年１ 月６ 日より 代行作業は有料と なり ます。 （ 詳細はホームページ

より ご確認く ださ い。 ）

Ｎ Ｔ Ｔ 西日本 添架申請

NTT柱への機器設備の電柱添架申請に係る中部電力パワーグリットへの事前確認について

mailto:tokai-tenga@west.ntt.co.jp


 

 

 

 当該事業は、 少なく と も ６ 年間は、 防犯カ メ ラ を 設置運用し ていただく 条件で、 補助金

を 交付し ています。 こ の期間経過前に廃止する場合は、 設置時に交付し た補助金の返還を

求める 場合があり ますので、 設置にあたっ ては、 維持管理費も 含めて十分検討を し てく だ

さ い。  

  

維持管理し ていく 上では、 下記のよう な費用がかかり ます（ 実際に防犯カ メ ラ の設置を

し ている団体に対するヒ アリ ング結果）。  

区 分 １ 台あたり の年間費用 

電気料 ３ ０ ０ ～５ ０ ０ 円 ×１ ２ 月 

電柱への設置料 

（ NTT、 中電）  

１ ， ２ ０ ０ 円～３ ， ９ ０ ０ 円 

（ 機器設備の大き さ によっ て異なり ます）  

Ｓ Ｄ カ ード 交換 １ ８ ， ０ ０ ０ 円（ 故障し た場合）  

業者による保守点検 ５ ， ０ ０ ０ 円 

計 
９ ， ８ ０ ０ ～１ ４ ， ９ ０ ０ 円 

（ Ｓ Ｄ カ ード 交換費用を 除く ）  

≪備考≫ 

① 道路管理課が５ 年度ごと に行う 道路占用許可は、 更新の際の手数料及び道路占用料を

免除さ れますが、警察署が行う 道路使用許可は、原則、２ 年度ごと の更新の際に手数料

と し て２ ， ５ ０ ０ 円必要と なり ます。 詳し く は警察署にお問い合わせく ださ い。  

② 民有地又は行政財産（ 公共の土地・ 建物） に設置し ている場合は、 それぞれの契約や法

令等の定めにより ます。  

③ 具体的に必要と なる維持管理費については、 各業者等にご確認く ださ い。  

④ 町内会・ 自治会等が設置し 、 公道を 撮影する 防犯カ メ ラ にかかる 電気料については、

「 防犯機器電気料補助金」 の補助対象と なり ます。  

（ 令和６ 年度補助額： １ 台あたり ２ ， ０ ８ ８ 円（ 年間） ※年度によ っ て異なり ます。） 

 

その他、 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準に定めている事項（ 防犯カ メ ラ の台数、 管理責

任者・ 取扱者・ 閲覧者（ 町内会長等） など） に変更があっ た場合は、「 設置及び利用基準」

の改正が必要と なり ます。 また、 設置場所の管理者に申請、 届出が必要な場合があり ます

ので、 各管理者にご確認く ださ い。  

第４ 章 維持管理について 
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 公道上、 公園及び行政財産に防犯カ メ ラ を 設置し ている場合は、 定期的に設置許可の更

新申請を する 必要があり ます。 また、 他の場所であっ ても 、 必要と なる可能性があり ます

ので、 必ず所有者に確認し てく ださ い。  

 

１  公道上に設置し ている場合 

区   分 内   容 

提出先  区役所地域力推進課 

提出書類 

  道路占用許可申請書 

  防犯カ メ ラ の設置及び利用基準を スポーツ 市民局がガイ ド ラ イ

ンに合致し ているこ と を 確認し た書類の交付依頼文 

（ 記載例 ３ ６ ページ）  …  

  防犯カ メ ラ の設置及び利用基準（ 別図を 含む最新のも の）  

（ 記載例 ３ ７ 、 ３ ８ ページ）  …  

※ ①、 ②の書類については、 前回認証し た利用基準から 変更がある

場合のみ（ 管理責任者や取扱者名の変更等の軽微な変更を 除く ）

提出が必要です。  

許可期間 ５ 年度ごと  

注意事項 

  更新手続き の案内は、 更新前年度の２ 月頃に、 区役所地域力推進

課を通じ お渡し し ます。  

  提出書類は、 地域安全推進課を 経由し 、「 防犯カ メ ラ の設置及び

利用基準を スポーツ 市民局がガイ ド ラ イ ン に合致し ている こ と

を 確認し た書類の写し 」（ 必要な場合のみ） と と も に、 緑政土木

局道路管理課へ送付し ます。 なお、 確認し た書類の原本は、 ２ 週

間程度で地域力推進課を 通じ てお渡し し ます。 道路占用許可書

は、 5 月下旬～6 月下旬頃に緑政土木局道路管理課より 申請者住

所に郵送さ れます。  

  道路使用許可の更新については、各警察署へお問い合わせく ださ

い。  

 

  

第５ 章 設置許可の更新について 
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２  公園に設置し ている場合 

区   分 内   容 

提出先  土木事務所 

提出書類 申請時に準じ た書類 

許可期間 ３ 年度ごと  

注意事項 

  更新手続き の案内は、 更新前年度の１ ～２ 月頃に、 緑政土木局緑

地管理課より 郵送さ れます。  

  提出書類のう ち、「 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準を スポーツ市民

局がガイ ド ラ イ ンに合致し ているこ と を 確認し た書類の写し 」（ 必

要な場合のみ） については、 地域安全推進課より 緑政土木局緑地

管理課へ送付し ますので、 下記の書類を 区役所地域力推進課へご

提出く ださ い。なお、確認し た書類の原本は、２ 週間程度で地域力

推進課を 通じ お渡し し ます。  

≪区役所地域力推進課への提出書類≫ 

  防犯カ メ ラ の設置及び利用基準を スポーツ 市民局がガイ ド ラ

イ ンに合致し ているこ と を 確認し た書類の交付依頼文（ 記載例 

３ ６ ページ）  …  

  防犯カ メ ラ の設置及び利用基準（ 別図を含む最新のも の）  

（ 記載例 ３ ７ 、 ３ ８ ページ）  …  

※ ①、 ②の書類については、 前回認証し た利用基準から 変更があ

る場合のみ（ 管理責任者や取扱者名の変更等の軽微な変更を除

く ） 提出が必要です。  

  公園施設設置許可証は、 緑政土木局緑地管理課よ り 申請者住所に

郵送さ れます。  

 

３  行政財産（ 公共の土地・ 建物） に設置し ている場合（ コ ミ ュ ニティ センタ

ーを除く ）  

区   分 内   容 

提出先  所有者 

提出書類  申請時に準じ た書類 

許可期間 １ ～５ 年度ごと  

注意事項 
  更新手続き の案内等の対応は、 設置場所により 異なり ます。 余裕

を 持っ て、 事前に各所有者にお問合せく ださ い。  
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 街路灯、 公園施設、 中部電力柱、 Ｎ Ｔ Ｔ 柱及び公共施設等の移設・ 撤去に伴っ て、 本補

助金を 活用し て設置し た防犯カ メ ラ を移設する必要が生じ た場合には、 本補助金を 活用し

て撤去・ 再設置するこ と ができ ます。 必要が生じ た場合は、 速やかに、 区役所地域力推進

課へご相談く ださ い。（ 補助率等は、 設置の場合と 同じ です。）  

 なお、 他の理由によ る移設については、 自己資金でご対応いただく こ と になり ます。 移

設する場合は、 必ず、 区役所地域力推進課へご連絡く ださ い。  

１  撤去の流れ 

随時 交付申請書の提出 

       2 週間程度 

随時 交付決定 

  

随時 防犯カ メ ラ の撤去 

  

～３ 月末 実績報告 

 2 週間程度 

随時 補助額の確定 

  

随時 請求書の提出 

 2 週間程度 

～５ 月末 補助金の交付 

 

    部分は町内会等で行っ てく ださ い。       部分は本市が行います。  

 

≪注意事項≫ 

撤去する際は、 必ず、 設置に際し て、 調整を行っ た相手方すべてに連絡をし てく ださ い。  

設置許可関係 
土木事務所、防犯カ メ ラ を設置し ている柱、土地及び建

物の所有者など 

電気使用関係 中部電力ミ ラ イ ズ 

第６ 章 撤去・ 再設置にあたっ て 
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２  再設置の流れ 

随時 交付申請書の提出 

       2 週間程度 

随時 交付決定 

  

随時 防犯カ メ ラ の再設置 

  

～３ 月末 実績報告 

 2 週間程度 

随時 補助額の確定 

  

随時 請求書の提出 

 2 週間程度 

～５ 月末 補助金の交付 

 

    部分は町内会等で行っ てく ださ い。  

    部分は本市が行います。  

 

 

≪注意事項≫ 

再設置の流れは、 新規に設置する場合に準じ ます。  
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 当該事業は、 少なく と も ６ 年間は、 防犯カ メ ラ を設置運用し ていただく 条件で補助金を

交付し ています。 期間経過前に廃止する 場合は、 設置時に交付し た補助金の返還を求める

場合があり ます。  

 廃止する場合は、 まず区役所地域力推進課へご相談く ださ い。  

 廃止の流れ 

随時 廃止申請書の提出 

  

随時 廃止の承認 

  

随時 防犯カ メ ラ 等の撤去 

  

随時 画像データ の廃棄 

  

～３ 月末 廃止報告書の提出 

  

随時 現状復帰の確認 

 

   部分は町内会等で行っ てく ださ い。    部分は本市が行います。  

 

≪注意事項≫ 

撤去する際は、 必ず、 設置に際し て、 調整を行っ た相手方すべてに連絡をし てく ださ い。  

設置許可関係 
土木事務所、防犯カ メ ラ を設置し ている柱、土地及び建

物の所有者など 

電気使用関係 中部電力ミ ラ イ ズ 
 

第７ 章 廃止にあたっ て 
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質  問 回  答 

補助対象団体の「 等」 に含

まれるも のについて具体的

に教えてく ださ い。  

複数の町内会・ 自治会の連合体を想定し ています。（ 〇

〇連合自治会など）  

し たがっ て、 区政協力委員会、 商店街振興組合、 防犯

協会、 マンショ ン管理組合、 町内会の組などは、 補助対

象団体には、 含まれません。  

リ ース 契約は補助金の対象

と なり ますか。  
いいえ。 対象になり ません。  

ど のよ う な 防犯カ メ ラ を 設

置すればよいですか。  

設置場所の状況等により 、 防犯カ メ ラ の必要な機能が

異なり ますので、 設置業者と よく 相談を し て決めてく だ

さ い。  

 また、 最低限必要な機能について、 仕様を 定めており

ますので、 機種選定の参考にし てく ださ い。  

防犯カ メ ラ の設置費用はど

の程度かかり ますか。  

 設置場所の状況等により 、 費用に変動があり ますの

で、 設置業者と よく 相談を し てく ださ い。  

また、 上記仕様に基づき 複数の設置業者に価格の確認

をし たと こ ろ 、 1 台あたり 約 15 万円～30 万円と かなり 幅

があり ますので、 複数の設置業者から 比較検討し て決め

ていただく こ と を お勧めし ます。  

電柱に設置する こ と によ り

生じ る経費はあり ますか。  

はい。 毎年設置料が生じ ます。  

中部電力柱 機器設備の大き さ によっ て、１ 本あたり 年間

１ ， ３ ０ ０ 円～３ ， ９ ０ ０ 円（ 税別）  

Ｎ Ｔ Ｔ 柱  １ 本あたり 年間１ ， ２ ０ ０ 円（ 税別）  

設置料は、 変更になるこ と があり ます。 詳し く は、 直接

お問い合わせく ださ い。  

道路占用許可は申請し て か

ら ど れく ら いで 許可がと れ

ますか。  

２ 週間から ２ ０ 日程度と のこ と です。  

 

 

 

 

第８ 章 よく ある質問 
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＜防犯カ メ ラ 参考仕様（ 参考） ＞ 

 

項目 内容 

画素数 １ ３ ０ 万画素以上 

撮影枚数 １ 秒間に５ 枚以上撮影 

カ ラ ー・ 白黒 カ ラ ー（ ただし 、 夜間においては白黒での撮影可）  

作動時間 常時撮影（ １ 日２ ４ 時間）  

被写体最低照度 
被写体最低照度０ ． ５ ルク スを満たす 

（ 夜間も 人物等の特定ができ る）  

その他 

・ 記録媒体は、 鍵等によ り 第三者が容易に取り 出し を 行え

ない措置が講じ ら れたも のであるこ と  

・ 記録容量は、 １ 週間以上保存可能であるも の 

・ 屋外設置に耐えう る防塵防水性能を有するも の 

※設置場所の状況等により 必要な機能が異なる場合があり ます。  

 

＜防犯カ メ ラ 見積内容（ 参考） ＞ 

 

 ( 1) 民地設置                       （ 単位： 円）  

区 分 Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 

防犯カ メ ラ 本体等 119, 500 102, 200 99, 460 

設置費用 60, 000 59, 500 66, 000 

その他 0 14, 600 72, 900 

値引き  △29, 500 0 △360 

消費税（ 10％）  15, 000 17, 630 23, 800 

計 165, 000 193, 930 261, 800 

  

 ( 2) 電柱等設置                       （ 単位: 円）  

区 分 Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 

防犯カ メ ラ 本体等 119, 500 102, 200 99, 460 

設置費用 90, 000 61, 750 79, 000 

その他 0 34, 914 107, 900 

値引き  △29, 500 0 △6, 360 

消費税（ 10％）  18, 000 19, 886 28, 000 

計 198, 000 218, 750 308, 000 

 

※設置場所の状況等により 費用等が変動し ます。  

＜防犯カ メ ラ 設置等にかかる対象経費について（ 比較表） ＞ 
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区分 

安心・ 安全・ 快適まちづく り  
活動補助金 

街頭犯罪抑止環境整備事業補助金 
（ 以下「 防犯カ メ ラ 補助金」）  

防犯機器電気料補助金 

所有 リ ース 所有 リ ース 

新規 
設置 

× × ○ × 

更新 
設置 

× × 

△ 
※防犯カ メ ラ 補助金で設

置し 、6 年以上経過し た

も ので、 修理よ り 低廉

も し く は修理不可 

× 

撤去 
再設置 

△ 
※防犯カ メ ラ 補助金

の対象に な ら な い

場合 

× 

△ 
※防犯カ メ ラ 補助金で設

置し 、 道路管理者・ 電

柱管理者等から の要請

がある場合 

× 

廃止 × × × × 

附属物 
( SDカ ード ・

表示板等)  

△ 
※防犯カ メ ラ 補助金

の対象に な ら な い

場合 

△ 
※リ ース料金に

含まれない場合 

△ 
※設置・ 修繕時に伴う 場

合 
× 

修繕 

△ 
※防犯カ メ ラ 補助金

の対象に な ら な い

場合 

△ 
※リ ース料金に

含まれない場合 

△ 
※防犯カ メ ラ 補助金で設

置し 、 1 年以上経過 
× 

保守 
点検 

○ 
△ 

※リ ース料金に

含まれない場合 
× × 

電気料 × × ○ ○ 

電柱 
共架料 

× × × × 

道路 
使用料 

× × 
△ 

※設置・ 修理時のみ 
× 

○： 対象経費 ×： 対象経費になら ない △： 条件によっ て対象 

※学区連絡協議会などに交付し ている安心・ 安全・ 快適まちづく り 活動補助金を 活用する

場合は、 関係団体でご協議く ださ い。  
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（ 第１ 号様式）  

    

名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） 交付申請書 

 

提 出 日 令 和 ○   年  ○  月  ○  日 

 （ あて先）  名古屋市長 

団 体 の 所 在 地 
〒〇〇〇－○○○○ 

名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

団 体 名 ○○町内会 

代 表 者 職 会長 

代 表 者 氏 名 ○○ ○○ 

事 務 担 当 者 名 ○○ ○○ 

連 絡 先 ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  

 

令和○年度「 名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金」 の交付を 受けたいので、 下記

のと おり 申請し ます。  

 

記 

 

1 申請額   

金 １ ４ ０ ， ０ ０ ０  円 

 

2 添付書類 （ 区分にチェ ッ ク を入れてく ださ い。）  

区      分 ☑ 設 置 □ 更 新 □ 修 繕 □ 撤 去 □ 再設置 

事業計画書（ 街頭犯罪抑止環境整備事

業（ 防犯カ メ ラ ） 用） （ 第 2 号様式）  
○ 〇 ○ ○ ○ 

防犯カ メ ラ の設置場所を 明記し た図

面（ 事業計画書の別添）  
○ 〇 ○ ○ ○ 

見積書の写し  ○ 〇 ○ ○ ○ 

防犯カ メ ラ のカ タ ロ グなど 機器の説

明書類 
○ 〇    

団体の規約及び概要 △注     

更新の必要性を示す書類  ○    

修繕の必要性を示す書類   ○   

道路管理者等から の撤去の指示等の

通知の写し  
   ○  

注： 本市の補助制度において補助金の交付を受けた実績がない場合のみ 

振込みを 希望する口座名義

と 同じ 団体名を 記載し てく

ださ い。  

事業計画書（ 第 2 号様式）

に よ る 算出し た 市補助

額を 記載し てく ださ い。  

該当す る 区分に ✔を

いれてく ださ い。  

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 
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（ 第 2 号様式）  

事 業 計 画 書 

（ 街頭犯罪抑止環境整備事業（ 防犯カ メ ラ ） ）  
 

1 

事業の目的及び期待 

さ れる効果 

（ 該当する欄にレ 点を 付けてく ださ い。 複数選択可）  

□ 犯罪発生件数の減少 

☑ 地域住民の安心感の向上 

☑ 防犯活動の活性化 

□ その他（                       ）  

2 

事業の概要 

① 防犯カ メ ラ 等を 設置、更新、 修

繕又は撤去・ 再設置する場所 
 別図のと おり  

② 防犯カ メ ラ 等を 設置、更新、 修

繕又は撤去・ 再設置する台数 
  １ 台 

3 

事業の実施 

スケジュ ール 

令和○○年１ ０ 月 業者と 契約 

令和○○年１ １ 月 設置工事 

令和○○年１ ２ 月 運用開始 

4 

事業に要する 

経費内訳 

 

≪市補助額の積算≫ 

( a) ×2/3（ 千円未満切捨）  ( b)  ２ ０ ０ ， ０ ０ ０  円 

新規設置、更新 14 万円×台数 ( c)  １ ４ ０ ， ０ ０ ０  円 

撤去・ 再設置 7 万円×台数  ( c)   円 

修繕 5 万円×台数  ( c)   円 

 

( b) ( c) いずれか低い方が市補助額 

市補助額 １ ４ ０ ， ０ ０ ０  円 
 

総事業費 う ち補助対象経費( a)  

３ ０ ０ ， ０ ０ ０  円 ３ ０ ０ ， ０ ０ ０  円 

5 

団体の総意（ 防犯カ

メ ラ 設置の承認） が

得ら れた会議 

（ 修繕の場合は不要）  

会議名 〇〇町内会総会 

会議開催日 令和○ 年○ 月○ 日 

6 

防犯活動の実施 

（ 該当する場合、 レ点を 入れてく ださ い。）  
 

☑ パト ロールなどの防犯活動を 定期的に実施し ています。  
 

 

団体名 ○○町内会 ○○ 区 

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 

団体の総意である必要があるため、一部

の役員等のみで構成さ れる会議は不可 

※組長が組の意見を聞き、その後の組長 

会で報告し 、 決定する場合は可 

補助対象経費のほか、

補助対象外経費も 含ん

だ全ての額（ 税込み）  

総事業費のう ち、補助対象

と なる経費の額（ 税込み）  

交付決定前に着手し た契約・ 工

事の経費は補助対象外と な る

ので注意。  

民有地内ポールな ど 防犯カ メ

ラ 等を何に設置するか、 撮影方

向がわかるよう にする。  
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【 参考様式 5】  

    

 

   名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） にかかる更新理由書 

 

 

                            令和○年 ○月 ○日 

 

 

  下記の理由から 防犯カ メ ラ の更新を 実施いたし ます。  

 

 

記 

 

1 防犯カ メ ラ を更新する理由 

（ 1） 該当する欄にレ点を 付けてく ださ い 

☑ 修繕において機能を回復するこ と が困難なため。  

□ 修繕に係る経費より 取替等に係る経費が下回るため。  

□ その他（ 具体的に理由を記載し てく ださ い。）  

 

 

 

（ 2） 故障の内容、 いつ発覚し たのか具体的に記載し てく ださ い 

録画がで き て いないこ と に気づき 、 業者に○月に点検し て も ら っ たと こ ろ 録画機能が故

障し ている こ と が分かっ た。  

 

 

 

2 防犯カ メ ラ の更新台数 

      １ 台（ 更新場所については別図のと おり ）  

 

 

上記につき 、 相違ないこ と を確認し ます。  

 団 体 の 所 在 地 名古屋市○区〇〇町０ ０ 番地 

                   団 体 名 〇〇町内会 

 代表者職・ 氏名 会長 〇〇 〇〇 

事務担当者名    〇〇 〇〇 

連  絡  先  ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 
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【 参考様式 6】  

    

 

   名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） にかかる修繕理由書 

 

 

                              令和○年 ○月 ○日 

 

 

  下記の理由から 防犯カ メ ラ の修繕を 実施いたし ます。  

 

 

記 

 

1 防犯カ メ ラ を修繕する理由 

（ 1） 故障の内容、 いつ発覚し たのか具体的に記載し てく ださ い 

録画がで き ていないこ と に気づき 、業者に○月に点検し ても ら っ たと こ ろ 録画機能が故

障し ている こ と が分かっ た。  

 

 

（ 2） 防犯カ メ ラ の補償について（ 該当する場合は□にレ 点を入れてく ださ い）  
 

 ☑ 補償等の対象外であるこ と を 確認し まし た 

 

 

 

2 防犯カ メ ラ の修繕台数 

      １ 台（ 修繕場所については別図のと おり ）  

 

 

上記につき 、 相違ないこ と を確認し ます。  

 団 体 の 所 在 地 名古屋市○区〇〇町０ ０ 番地 

                   団 体 名 〇〇町内会 

 代表者職・ 氏名 会長 〇〇 〇〇 

事務担当者名    〇〇 〇〇 

連  絡  先  ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  

 【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 
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令和○年○月○日 

名古屋市スポーツ市民局長 様 

 

 

□□町内会が設置する防犯カ メ ラ の設置及び利用基準の 

確認について（ 依頼）  

 

□□町内会 

会長 ○○ ○○ 

 

 当会は、 令和○年度に、 ○○ 地域内において、 地域の防犯活動の一環

と し て防犯カ メ ラ を 設置する 予定であり 、「 名古屋市公共的団体による防

犯カ メ ラ の設置及び利用に関するガイ ド ラ イ ン」に基づき 、□□町内会 が

設置する防犯カ メ ラ の設置及び利用基準を制定し たと こ ろ であり ます。  

 こ のたび、 ○○ 土木事務所に防犯カ メ ラ の道路占用許可を 申請する に

当たり 、スポーツ市民局の確認を受けた当該利用基準を 必要書類と し て提

出するよう 指示があり まし たので、別添利用基準について確認し た文書を

交付し ていただき ますよう 、 よろ し く お願いし ます。  

 

 

 

 

 

 

□□町内会 

担当： ○○ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ○○○－○○○○ 

道路占用許可等を 得る場合に、 こ の依頼

文を 策定し た基準に添えて、 区役所地域

力推進課へご提出く ださ い。  

（ 名古屋市公式ウェ ブサイ ト にデータ あり ）  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適 ＞防犯 ＞犯罪情勢と 被害防止等について  

「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」 
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 「 設置及び利用基準の参考例」   
 

 

□□□が設置する 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準（ 参考例）  

 

（ 目的）  

第 1 条 □□□（ ※防犯カ メ ラ の設置者） は、 ×××地域に設置する 防犯カ メ ラ

について、 ◇◇◇など の犯罪の防止を 図る こ と と 、 市民の容ぼう や行動を みだ

り に撮影さ れないなどプ ラ イ バシーの保護と の調和を 図り 、 適切な管理運用を

行う こ と を 目的と する 。  

 

（ 防犯カ メ ラ の設置の概要）  

第 2 条  防犯カ メ ラ は、 別図の場所に△△台設置する 。  

2  モニタ ー、 録画装置及びその他の機器一式は、 次に掲げる 場所に設置する 。  

所 在 地 名古屋市○○区○○丁目○番○号 

建物等名称 ○○○○○○セン タ ー 

 

（ 防犯カ メ ラ の設置及び利用）  

第 3 条 防犯カ メ ラ の設置及び利用に当たっ ては、 設置目的を 達成する ために設

置箇所及び撮影範囲が必要最小限と なる よ う にし 、 特定の個人若し く は物を 遠

隔操作等で継続し て追跡的に撮影する こ と がないよ う にする 。  

2  防犯カ メ ラ の設置者（ 以下「 設置者と いう 。 」 ） は、 設置区域の入口やその

区域内の見やすい場所に、 次の事項を 表示する 。  

( 1)  「 防犯カ メ ラ 設置中」 等の防犯カ メ ラ を 設置し ている 旨 

( 2)  設置者名 □□□（ ※防犯カ メ ラ の設置者）  

 

（ 防犯カ メ ラ の管理責任者等の指定）  

第 4 条 設置者は、 その適切な管理を 図る ため、 管理責任者を 指定する 。  

2  管理責任者は、 ○○○○（ ※職・ 氏名を 記載） と する 。  

3  管理責任者は、 防犯カ メ ラ 機器の操作や画像の聴視等を 行う 取扱者（ 原則、

管理責任者と は別の者） を 指定する 。  

4  取扱者は、 ○○○○（ ※職・ 氏名を 記載） と する 。  

5  画像を 閲覧でき る 者は、 管理責任者及び取扱者ほか、 ○○○○（ ※必要な者

の職・ 氏名を 記載） と する 。  

 

 

参 考 

（ 名古屋市公式ウェ ブサイ ト にデータ あり ）  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適 ＞防犯 ＞犯罪情勢と 被害防止

等について  

「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」 
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（ 画像の保存及び取扱い）  

第 5 条 設置者、 管理責任者及び取扱者（ 以下「 設置者等と いう 。 」 ） は、 画像

の漏えい、 滅失、 き 損、 流出、 改ざ ん防止等の安全管理のため、 次の措置を 講

ずる も のと する 。  

( 1)  画像は撮影時のまま で保存する こ と と し 、 加工し てはなら ない。  

( 2)  画像の記録さ れた媒体は、 防護さ れた場所で厳重に管理し 、 第 6 条に定め

る 場合を 除き 、 外部へ持ち 出し てはなら ない。 また、 記録媒体を 持ち 出す場

合は、 施錠可能なカ バン 等を 使用し て盗難・ 紛失等に留意し 、 常時携行し な

ければなら ない。  

( 3)  画像の保存期間は、 ○○日（ ※最大 1 箇月の必要最小限の期間を 設定） と

する 。  

( 4)  保存期間が経過し た画像は、 直ち に消去する 。  

( 5)  画像の記録媒体の廃棄は、 読み取り が物理的に行えないよ う 、 破砕、 裁断

等の処理又は当該記録媒体に記録さ れた画像を 復元不可能な 方法によ り 消

去する 。  

  

（ 画像の利用及び提供の制限）  

第 6 条 設置者等は、 画像を 設置目的以外の目的に利用し 、 又は第三者に提供し

てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 こ の限り でない。

( 1)  法令に基づく 場合 

( 2)  捜査機関から 犯罪捜査目的によ る 要請を 受けた場合（ 画像の提供を 求める

と き は文書によ る も のと する ）  

( 3)  人の生命、 身体又は財産を 保護する ため、 緊急かつやむを 得ないと 認めら

れる 場合 

( 4)  画像から 識別さ れる 本人の同意がある 場合又は本人へ提供する 場合 

 

（ 苦情等の処理）  

第 7 条 苦情や問い合わせには、 設置者等が、 適切かつ迅速な対応に努める も の

と する 。  

 

（ その他）  

第 8 条 設置者は、 防犯カ メ ラ 機器の日常の維持管理及び廃止後の撤去に関し て

も 、 適切に対処する よ う 努めなければなら ない。  

2  こ の基準に記載さ れていない事項については、 「 名古屋市公共的団体によ る

防犯カ メ ラ の設置及び利用に関する ガイ ド ラ イ ン（ 平成19年 9 月10日施行名古

屋市市民経済局長決裁） 」 に準じ て取り 扱う 。  

 

   附  則 

 こ の基準は、 令和 年 月 日から 施行する 。  

こ の基準は、 令和 年 月 日から 施行する 。  

 

改正する 場合は新し い施行日

を 以前の施行日の下に追記 
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（ 第 4 号様式）  

 

 名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） 変更・ 中止・ 廃止申請書 

 

提 出 日 令和○   年 ○  月 ○  日 

 （ あて先）   名古屋市長 

団 体 の 所 在 地 
〒〇〇〇－○○○○ 

名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

団 体 名 ○○町内会 

代 表 者 職 会長 

代 表 者 氏 名 ○○ ○○ 

事 務 担 当 者 名 ○○ ○○ 

連 絡 先 ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  

     

令和○年度「 名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金」 について、 下記のと おり

変更・ 中止・ 廃止いたし たく 、 承認く ださ るよう 申請いたし ます。  

 

記 

 

1 区分         変更  ・   中止  ・   廃止 

 

2  当初決定額（ 変更の場合のみ記載）  

２ ８ ０ ， ０ ０ ０  円 

 

3 変更申請額（ 変更の場合のみ記載）  

１ ４ ０ ， ０ ０ ０  円 

  

4 変更・ 中止・ 廃止の理由 

防犯カ メ ラ 2 台設置を 予定し て いたと こ ろ 、 設置を 予定し て いた電柱に設置で

き な いこ と が分かり 、 他の場所の調整も つかず、 設置台数が 1 台に減っ たため。 

 

5 添付書類 

   変更の場合、 変更後の事業計画書（ 街頭犯罪抑止環境整備事業（ 防犯カ メ ラ ）

用）（ 第 2 号様式）  

その他の書類                【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を 助成し ます！ 

当てはま る 区分に○

を 付けてく ださ い。  

理由を 具体的に記載し てく

ださ い。  
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（ 第 7 号様式）  

名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） 実績報告書 

                            

提 出 日  令 和 〇  年   ○  月   ○  日 

（ あて先）  名古屋市長 

団 体 の 所 在 地 

〒〇〇〇－○○○○ 

名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

団 体 名 ○○町内会 

代 表 者 職 会長 

代 表 者 氏 名 ○○ ○○ 

事 務 担 当 者 名 ○○ ○○ 

連 絡 先 ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  

 

 令和○年○月○日付け 00 ス地安 第 00-00 号で通知のあっ た名古屋市街頭犯罪抑止環境

整備事業（ 防犯カ メ ラ ） について、 下記関係書類を 添えて報告し ます。  
 

記 
 
1 事業報告書（ 街頭犯罪抑止環境整備事業（ 防犯カ メ ラ ） 用）（ 第 8 号様式）  

   

2 防犯カ メ ラ の設置及び利用基準（ 修繕の場合は不要）  

  なお、 以下に該当する場合は添付を省略可（ 該当する場合レ 点を付けてく ださ い）  
 

☑ 当該年度に「 名古屋市公共的団体による防犯カ メ ラ の設置及び利用に関するガイ ド

ラ イ ン」 に合致し ているこ と についてスポーツ市民局長より 確認を 受けている 

 

3  設置場所への設置を 管理者等が承認し たこ と を証する書類（ 修繕及び撤去の場合は不要） 

設置場所 台数 添付書類・ 確認 

民地上 

中部電力柱 １ 台 ☑ 中部電力またはＮ Ｔ Ｔ 西日本の許可を 

得ている 

↑該当する場合レ点を記入し てく ださ い Ｎ Ｔ Ｔ 西日本柱 台 

その他 台 地権者等の同意がわかる書類の写し  

道路上 

中部電力柱 台 

道路占用許可書の写し  Ｎ Ｔ Ｔ 西日本柱 台 

その他 ２ 台 

公園内 台 公園施設設置許可証の写し  

行政財産 台 行政財産の目的外使用許可書等の写し  
 

4  請求書及び請求内訳、 領収書の写し  

 

5 設置（ 又は修繕、 撤去及び再設置等） さ れた現場の現況写真  

交付申請書と 同じ 内容の

記載 

交付決定通知の日付と 文書番号

を 記載。  

該当する 場合  

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 
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（ 第 8 号様式）  

 

事 業 報 告 書 

（ 街頭犯罪抑止環境整備事業（ 防犯カ メ ラ ） ）  
 

1 

工事期間 
令和○○年○月○日  から  令和○○年○月○日 

2  

稼働日     令和○○年○月○日 から  

3  

事業の具体的な

内容 

①防犯カ メ ラ 等を 設置、

更新、 修繕又は撤去・

再設置し た場所 

別図のと おり  

②防犯カ メ ラ 等を 設置、

更新、 修繕又は撤去・

再設置し た台数 

１ 台 

4 

事業に要し た 経

費内訳 

 

 
 
≪市補助額の積算≫ 

 
 

( b) ( c) ( d) いずれか低い方が市補助額 

市補助額 １ ４ ０ ， ０ ０ ０  円 

 

総事業費 う ち補助対象経費( a)  

３ ０ ０ ， ０ ０ ０  円 ３ ０ ０ ， ０ ０ ０  円 

( a) ×2/3（ 千円未満切捨）   ( b)  ２ ０ ０ ， ０ ０ ０  円 

新規設置、 更新 14 万円×台数 ( c)  １ ４ ０ ， ０ ０ ０  円 

撤去・ 再設置 7 万円×台数  ( c)   円 

修繕 5 万円×台数  ( c)   円 

交付決定額       ( d)   円 

 

団体名 ○○町内会 ○○ 区 

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 

補助対象経費のほか、

補助対象外経費も 含ん

だ全ての額（ 税込み）  

総事業費のう ち、補助対象

と なる経費の額（ 税込み）  
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【 参考様式 1】  

 

防犯カ メ ラ 設置同意願 

 

                              令和○ 年 ○ 月 ○ 日 

 （ あて先）    

 □ □ □ □ 様（ 御中）  

 

               団 体 の 所 在 地 名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

                  団 体 名 ○○町内会 

                  代表者職・ 氏名 会長  ○○ ○○ 

 

 

 下記のと おり 、 防犯カ メ ラ を 設置するこ と について、 同意いただき ますよう お願い申し

上げます。  

 

 

 

記 

 

1 設置場所 名古屋市○区○○丁目○番○号（ 別図のと おり ）         

2 設置数量 ○ 台 

3 構造・ 規格 別添図面のと おり  

4 設置時期  令和○ 年 ○ 月 ○ 日頃（ 工事期間 ○ 日間）  

5 施工業者名 ○○○○ 

 

 

同  意  書 

 

上記のと おり 同意し ます。  

 

令和○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

                     （ 住 所） 名古屋市○区○○町０ ０ ０ 番地 

                       

                     （ 氏 名） □ □ □ □ 

※自署 

カ メ ラ を 設置する土地

（ 建物） の所有者 

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を 助成し ます！ 
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【 参考様式 2】  

 

防犯カ メ ラ による撮影範囲に含まれるこ と の同意願 

 

令和○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

 □ □ □ □ 様（ 御中）   

 

 

            団 体 の 所 在 地 名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

            団 体 名  ○○町内会 

            代表者職・ 氏名  会長  ○○ ○○    

 

 

下記のと おり 防犯カ メ ラ の設置に伴い、 貴殿（ 貴女） の土地・ 建物の一部が防犯

カ メ ラ の撮影範囲に含まれる こ と について同意く ださ る よ う お願い申し 上げま

す。  

（ 土地、 建物を 賃借の用に供する場合） また、 本内容については、 貴殿（ 貴女）

より 土地・ 建物の賃借人に方々にご説明いただき ますよう 、 あわせてお願い申し

上げます。  

 

記 

 

1 設置場所 名古屋市○区○○丁目○番○号（ 別図のと おり ）  

2 設置数量  ○ 台 

3 構造・ 規格 別添図面のと おり  

4 設置時期 令和○ 年 ○ 月 ○ 日頃（ 工事期間 ○ 日間）  

5 施工業者名 ○○○○ 

同  意  書 

 

上記のと おり 同意し ます。  

 

令和○ 年 ○ 月 ○ 日 

                 （ 住 所） 名古屋市○区○○町０ ０ ０ 番地 

                 （ 氏 名） □ □ □ □      

 

カ メ ラ の撮影範囲にふく ま

れる土地（ 建物） の所有者 

※自署 
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（ 第 9 号様式）  
 
   名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） 請求書 
                              

提 出 日     令和〇 年  ○ 月  ○ 日 

 

（ あて先）  名古屋市長 

 

団 体 の 所 在 地 
〒〇〇〇－○○○○ 

名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

団 体 名 ○○町内会 

代 表 者 職 会長 

代 表 者 氏 名 ○○ ○○ 

事 務 担 当 者 名 ○○ ○○ 

連 絡 先 ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  
 

 令和○年○月○日付け 00 ス 地安 第 00-00 号で通知のあっ た名古屋市街頭犯罪抑止環

境整備事業補助金と し て下記の金額を 請求し ます。  
 

記 
 

1   請求額          

金６ ６ ６ ， ０ ０ ０  円 

 

※2 または 3 をご記入く ださ い。  

2  振込口座 

銀行名 ○○銀行（ 金庫）  支店・ 出張所名 ○○支店（ 出張所）  

預 金 種 目 普 通   

口 座 番 号 ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  右づめで記入く ださ い 

 

 

（ 漢字）  

○○町内会 会計 〇〇 〇〇 

（ カ タ カ ナ）  

マ ルマ ルチョ ウナイ カ イ  カ イ ケイ  マ ルマ ル マ ルマ ル 

 

3  口座振替登録番号            

口 座 名 義 

交付申請書と 同じ 内容の

記載 

交付決定通知の日付と 文書番号を 記載。 

ただし 、確定通知を 受けた場合は、その

日付と 文書番号を 記載。  

実績報告で確定し た

金額を記載。  

申請団体名に記載し た団体名を

含む口座を記載。（ 申請団体名と

異なる 名義や個人名のみの口座

への振込みは不可）  

名古屋市に口座振替登録し ている 口

座への振込みを 希望する場合のみ記

載。 こ の場合、 ２ の記載は不要。  

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 
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（ 第 11 号様式）  

 

名古屋市街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（ 防犯カ メ ラ ） 実施報告書 

                                

提 出 日 令 和 ○   年  ○  月  ○  日 

 

（ あて先）  名古屋市長 

 

団 体 の 所 在 地 
〒〇〇〇－○○○○ 

名古屋市○区○○町０ ０ ０ ０ 番地 

団 体 名 ○○町内会 

代 表 者 職 会長 

代 表 者 氏 名 ○○ ○○ 

事 務 担 当 者 名 ○○ ○○ 

連 絡 先 ０ ５ ２ －０ ０ ０ －０ ０ ０ ０  

前年度から 代表者が変更し ている場合はチェ ッ ク をし てく ださ い。  ☑  

     年度中の状況について、 以下のと おり 報告し ます。  

1 

防 犯 カ メ ラ

の設置状況 

設置場所の変更 □あり  ☑なし  左記に変更がある場合、 カ メ ラ の設置
及び利用基準等の改正及び道路占用変
更許可申請が必要と なるこ と があり ま
す。  カ メ ラ の 撤 去 □あり  ☑なし  

2  

防 犯 活 動 の

状 況 及 び 設

置後の効果 
 

事 項 詳細 

防犯活動の状況
の変化 

☑あり  

□なし  

＜設置後、 変化し たこ と ＞ 

防犯カ メ ラ の設置を 契機に、 地域の防犯へ

の関心が高ま り 、 防犯活動の参加人数やパ

ト ロ ール回数が増え た。  

地域住民の体感
治安の向上 

☑あり  

□なし  

＜設置後、 住民から 寄せら れた声＞ 

防犯カ メ ラ の設置や防犯活動の活発化によ

り 、 安心で き る よ う にな っ た と の声が多く

出て いる 。  

3 

防 犯 カ メ ラ

の活用状況 

事 項 提供回数 内容 

警察への画像提

供 
６ 回 

ひっ たく り の捜査（ ２ 件）  
交通事故の確認（ ４ 件）  

その他への画像

提供 
１ 回 弁護士から の照会 

【 添付書類】  

防犯カ メ ラ の設置場所を 変更し た場合 

・ 当該防犯カ メ ラ の設置及び利用基準（ 変更後の設置場所を 明記し た図面を含む）  

・ 変更後の設置場所の管理者等が設置について承認し たこ と を証する書類 

防犯カ メ ラ を 撤去し た場合 

廃止申請書を提出し 承認を 受ける、 も し く は再設置する必要があり ます。 区地域力推進課

へご相談く ださ い。  

【 名古屋市公式ウェ ブサイ ト に様式（ Ｗｏ ｒ ｄ フ ァ イ ル） があり ます】  

ト ッ プページ＞暮ら し の情報＞安全と 快適＞防犯＞防犯に関するお知ら せ＞防犯カ メ ラ

の新規設置・ 更新・ 修繕費用の一部を助成し ます！ 
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プレ ート ① 地域から 直接業者に製作依頼する プ レ ート  

※ 以下の形状等で 作成し たプ レ ート は、 名古屋市及び愛知県警察の連名

が可能と なり ま す。  

 

形状等   Ｐ Ｐ 0. 7  H600×W420mm  ６ か所⏀５ mm穴 

       白地／黄、 赤、 黒  ３ 色シ ルク 印刷 

 
カ メ ラ ： 白色に黒色 

枠線： 赤色   背景： 黄色   連名表記： 黒色 ※防犯協会の名前を 追記する 場合があり ま す。     

設置者（ 団体） 名： こ こ に名前を 入れて く ださ い。（ ●●協議会など ）  
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 プレ ート ② 各地区防犯協会が依頼を 受けて 製作する プ レ ート  

形状等   Ｐ Ｐ 0. 7  H600×W420mm  ６ か所⏀５ mm穴 

       白地／黄、 赤、 黒  ３ 色シ ルク 印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注 設置団体名を シ ール等によ り 記載し て く ださ い。（ 場所は特に問い

ま せん。）  

愛知県警察 
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問い合わせ先一覧 

 

１ 補助金関係書類の提出窓口（各区役所地域力推進課） 

千種区 753-1821 東 区 934-1122 北 区 917-6432 西 区 523-4524 

中村区 433-2742 中 区 265-2223 昭和区 735-3824 瑞穂区 852-9302 

熱田区 683-9423 中川区 363-4320 港 区 654-9621 南 区 823-9322 

守山区 796-4521 緑 区 625-3873 名東区 778-3021 天白区 807-3821 

 

２ 道路占用許可等、街路灯への設置についての問い合わせ（各土木事務所） 

千種区 781-5211 東 区 935-8846 北 区 911-8165 西 区 522-8381 

中村区 481-7191 中 区 261-6641 昭和区 751-5128 瑞穂区 831-6161 

熱田区 881-7017 中川区 361-7581 港 区 661-1581 南 区 612-3211 

守山区 793-8531 緑 区 625-4940 名東区 703-1300 天白区 803-6644 

 

３ 中部電力柱への共架手続きに関する問い合わせ 

中電配電サポート株式会社 共架管理センター 890-1931 

 

４ ＮＴＴ柱への設置についての問い合わせ 

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 

サービスマネジメント部 フィールドオペレーション部門 

設備貸借管理センタ 東海ユニット 設備管理担当（名古屋） 

添架担当 

533-5420 

 

５ 屋外広告物についての問い合わせ 

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課 972-2735 

 

６ 補助金制度についての問い合わせ 

スポーツ市民局 地域安全推進課 972-3128  


